
基本方針検討会（仮称）の設置について（案）

１ 目的

基本方針検討会（仮称）を設けて，新司法試験における問題作成及び採点並

びに合格者の判定に関する諸問題について検討し，検討の経過及び結果を新司

法試験考査委員会議に報告する。

２ 構成

， （ ，(1) 新司法試験考査委員のうち 必須科目については各単位法２名 主査１名

幹事１名 選択科目については各科目２名 主査１名 幹事１名 をもって）， （ ， ）

構成する。

(2) 検討に当たっては，適宜，分科会（必須科目，選択科目）を設けることが

できる。

分科会（選択科目）

知的財産法
主査・幹事
各　１　名

国際関係法(公法系)
主査・幹事　各　１　名

国際関係法(私法系)
主査・幹事　各　１　名

環　境　法
主査・幹事
各　１　名

倒　産　法
主査・幹事
各　１　名

租　税　法
主査・幹事
各　１　名

労　働　法
主査・幹事
各　１　名

経　済　法
主査・幹事
各　１　名

分科会（必須科目）

公法系科目
　

行　政　法
主査・幹事
各　１　名

憲　　　法
主査・幹事
各　１　名

民事系科目

民事訴訟法
主査・幹事　各　１　名

商　　　法
主査・幹事
各　１　名

民　　　法
主査・幹事
各　１　名

刑事系科目
　

刑　　　法
主査・幹事
各　１　名

刑事訴訟法
主査・幹事
各　１　名
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